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４．年金制度の種類と概要②障害・遺族の給付



障害の給付
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障害年金が受けられる障害の状態とは

法令により障害の程度（障害等級１級～３級）が定めら
れている ＊身体障害者手帳の等級とは異なる

■障害等級１級

他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできない
ほどの障害の状態

■障害等級２級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても日常生活は極めて困
難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態

■障害等級３級

日常生活にはほとんど支障はないが、労働が著しい制限を受ける、
または労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態



障害基礎年金（国民年金）
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３つの要件

■保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の前々月までの１年間に保険料の
未納がない、または、全被保険者期間の３分の２以上保険料を納
付または免除を受けていること

■初診日要件

初診日に国民年金の被保険者であるか、または被保険者であった
人で60歳以上65歳未満の国内居住者であること

■障害の状態

障害認定日に１級・２級の障害状態にあること
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障害厚生年金（厚生年金）
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３つの要件

■保険料納付要件

初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること

■初診日要件

厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気
やけがの初診日があること

■障害の状態

障害認定日※に１級・２級・３級のいずれかの障害状態にあるこ
と

※障害認定日：初診日から１年６ヵ月経過した日またはその期間内にその傷病が治った日
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障害手当金（厚生年金からの一時金）
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３つの要件

■保険料納付要件※①

■初診日要件 ※② ※①②は障害厚生年金と同じ

■障害の状態が次のすべてに該当

・初診日から５年以内に治っていること（症状固定）

・治った日に障害厚生年金を受けることができる状態よりも軽
い一定の障害の状態であること

・国民年金・厚生年金・共済年金の年金給付、労災保険の障害
を支給事由とする給付を受けていないこと
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■初診日とは

障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等
の診療を受けた日

■障害認定日とは

障害の状態を定める日のこと。初診日から１年６ヵ月経
過した日、またはその期間内にその傷病が治った日（症
状が固定した日）

2023/7/12 ©ドリームサポートグループ 7

用語の説明
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障害年金の額

出典：日本年金機構
障害年金ガイド
令和５年度版

＊１級は２級の1.25倍
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■障害基礎年金： 老齢基礎年金の満額と同じ（子の加算あり）

■障害厚生年金： 報酬比例の年金額と同じだが300月みなしがある
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障害年金の額

出典：日本年金機構 障害年金ガイド 令和５年度版
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遺族の給付
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遺族年金の支給要件
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＜遺族基礎年金＞

子のある配偶者・子

＜遺族厚生年金＞

配偶者・子・父母・孫・

祖父母

※夫・父母・祖父母は55歳
以上であること（支給は60
歳から）

■遺族年金の受給対象者

出典：日本年金機構 遺族年金ガイド 令和５年度版
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遺族基礎年金の額（国民年金）
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■金額は一律（老齢基礎年金の満額）＋ 子の加算

出典：日本年金機構 遺族年金ガイド 令和５年度版

※金額は令和５年度額
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遺族厚生年金の額（厚生年金）
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■亡くなった方の厚生年金の加入期間や報酬額を基に計算

出典：日本年金機構 遺族年金ガイド 令和５年度版
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遺族年金の受給権の失権
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出典：日本年金
機構 遺族年金
ガイドより作成
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一人一年金の原則
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■65歳未満は同一の支給事由による年金だけが併給できる

老齢基礎年金＋老齢厚生年金

障害基礎年金＋障害厚生年金

遺族基礎年金＋遺族厚生年金

■65歳以上は併給できる組み合わせが決まっている
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老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金

老齢基礎年金 ○ × ○

障害基礎年金 ○ ○ ○

遺族基礎年金 × × ○
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ご視聴ありがとうございました

• 分かりやすいセミナーとするため、法令等の情報の一部分をピックアップ
し、特例や例外などを省略して記載、解説している場合があります。

• 必ず最新の情報で御社の状況にあった正確な内容の確認をお願いします。



ドリームサポート社会保険労務士法人

Mail: info@dreamsupport.jp  /  Web:「ドリサポ」で検索

  国分寺オフィス
〒185-0021 東京都国分寺市南町3-15-6 小林ビル５F
TEL.042-300-0323 / FAX.042-300-0324

YouTubeチャンネル“ドリチャン” 公式インスタグラム

チャンネル登録
お願いします

フォローといいね！
お願いします
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事業ドメイン

パートナー事業

労務相談

コンサルティング事業

各種コンサルティング

エージェント事業

給与計算・手続き代行

エデュケーション事業
セミナー主催・登壇・

執筆・動画など

ドリサポ セミナーラインナップ
・就業規則整備のポイント
・法改正セミナー
・ハラスメント対策セミナー
・メンタルヘルス対策による労務管理セミナー
・給与計算の実務
・仕事と育児の両立支援セミナー など多数
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